
 

 

新（改正後） 旧（改正前） 

新潟市特別養護老人ホーム入所指針 

 

                         平成２７年 ３月２３日制定 

                         平成２９年 ７月 ４日一部改正 

                         令和 ３年 ６月１６日一部改正 

                         令和 ４年 ５月 ９日一部改正 

令和 ５年１１月 ７日一部改正 

 

１  （略） 

２ 入所の対象者 

（１）（略） 

（２）特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困 

難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を十分に考慮すること。 

また、地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があれば、それも考慮す

ること。 

 

３～９ （略） 

 

１０ 適用時期 

  この指針は、令和５年１２月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市特別養護老人ホーム入所指針 

 

                         平成２７年 ３月２３日制定 

                         平成２９年 ７月 ４日一部改正 

令和 ３年 ６月１６日一部改正 

                         令和 ４年 ５月 ９日一部改正 

 

 

１  （略） 

２ 入所の対象者 

（１）（略） 

（２）特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困 

難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮すること。 

 

 

 

３～９ （略） 

 

１０ 適用時期 

  この指針は、令和４年５月９日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


